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県内での新型インフルエンザ患者発生に伴う対応について(通 知)

新型インフルエンザの対応については、これまでも感染防止にご留意いただいているところです

が、昨日、県内でも新型インフルエンザ患者が発生しました。

今回の感染者は、いずれも海外で感染したと考えられることから、現時点では拡大の可能性は低

いと思われますが、関係機関の皆様には、再度、以下の点にご留意いただくとともに、貴団体の会

員企業に本趣旨及び下記の情報をご周知くださるようよろしくお願いいたします。

記

○ 新型インフルエンザの予防については、手洗い、うがい、咳エチケットの徹底等の基本的な感

染防止方法の実施や、感染者に接触しないとい う個人単位での感染防止策を徹底してください。

○ 感染の疑いがある場合には、保健所の発熱相談センターに連絡して指示に従ってください。

○ 県 ホームペー ジにお いて新 型イ ンフル エ ンザ に関す る情報 を提 供 してい ます ので、ご留意い た

だ くとともに、正確 な情報 に基 づ く冷静 な対応 をお願 い します。

イ ンフルエ ンザ関連情報(愛 知県):http://wwW.pref.aichi.jp/0000024410.html

なお、厚生労働省発表の 「基本的対処方針」を添付しましたので今後の参考にしてください。

「咳エチケット」とは

咳 ・くしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクを着用しましょう

マスクを持っていない時は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけましょう

使用後のティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう

咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう



平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ ２ 日 

新型インフルエンザ対策本部 

 

基本的対処方針 

 

政府においては、今回の新型インフルエンザの発生は、

国家の危機管理上重大な課題であるとの認識の下、その

対策に総力を挙げて取り組んでいるところであるが、現

在、兵庫県、大阪府等で患者数が急増している状況にあ

る。 

今後、国内で感染が拡大していく事態も想定に入れな

がら、国内対策を強化していく必要がある。 

今回の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）は、 

① 感染力は強いが、多くの感染者は軽症のまま回復

しており、 

② 抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効であ

るなど、 

季節性インフルエンザと類似する点が多い。 

他方、季節性インフルエンザとの最大の違いは、季節

性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死亡する例

が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、海外

の事例によれば、基礎疾患（糖尿病、ぜん息等）を有す
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る者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告されて

いる。 

政府の現行の「新型インフルエンザ対策行動計画」等

については、強毒性の鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を

念頭に策定されたものであるが、今回のウイルスの特徴

を踏まえると、①国民生活や経済への影響を最小限に抑

えつつ、感染拡大を防ぐとともに、②基礎疾患を有する

者等を守るという目標を掲げ、対策を講じることが適当

である。 

このため、今後も行動計画をそのまま適用するのでは

なく、この基本的対処方針により、地域の実情に応じた

柔軟な対応を行っていく必要がある。 

政府としては、自治体、医療機関、事業者や関係団体

と連携・協力し、国民の協力を得ながら、当面、次の措

置を講ずることとする。 

一．国内外の情報収集と国民への迅速かつ的確な情報提  

供を行う。 

（一）国際的な連携を密にし、ＷＨＯや外国の対応状況 

 等に関する情報収集に努力する。 

（二）国内サーベイランスを強化し、各地の感染状況を 

  迅速に把握するとともに、患者や濃厚接触者が活動 
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した地域等の範囲について国民に迅速に情報提供を

行う。 

二．患者や濃厚接触者が活動した地域等において、地域

や職場における感染拡大を防止するため、次の措置を

講ずる。 

（一）積極的疫学調査を徹底する。 

（二）外出については、自粛要請を行わない。ただし、

外出に当たっては、人混みをなるべく避けるととも

に、手洗い、混み合った場所でのマスク着用、咳エ

チケットの徹底、うがい等を呼びかける。 

（三）事業者や学校に対し、時差通勤・時差通学、自転

車通勤・通学等を容認するなど従業員や児童・生徒

等の感染機会を減らすための工夫を検討するよう

要請する。 

（四）集会、スポーツ大会等については、一律に自粛要

請は行わない。ただし、主催者に対し、感染の広が

りを考慮し、当該集会等の開催の必要性を改めて検

討するとともに、感染機会を減らすための工夫を検

討するよう要請する。 

（五）学校・保育施設等の臨時休業の要請についての運

用指針は、厚生労働大臣が別途定める。（「医療の
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確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等

に関する運用指針」参照。） 

（六）事業者に対しては、事業自粛の要請を行わない。

ただし、事業運営において感染機会を減らすための

工夫を検討するよう要請する。 

三．医療の確保についての運用指針は、厚生労働大臣が

別途定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施

設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。） 

四．患者や濃厚接触者が活動した地域等への抗インフル

エンザウイルス薬、検査薬、マスク等の円滑な供給

を関連事業者に要請する。 

五．患者や濃厚接触者が活動した地域等における国民生

活の維持を図る。 

（一）電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業

者に対する供給体制の確認や事業継続に向けた注

意喚起を行う。 

（二）従業員の子ども等が通う保育施設等が臨時休業に

なった場合における当該従業員の勤務について、事

業者に対し、配慮を行うよう要請する。また、医療

従事者等の子ども等が通う保育施設等が臨時休業

となった場合、保育等を確保するための方策を講ず
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る。 

（三）在宅の障害者や高齢者等について、必要に応じ状

況を踏まえて支援を行う。 

六．パンデミックワクチンの早急な開発・製造に取り組

む。 

七．今回のウイルスの特徴を踏まえ、水際対策のあり方

を見直す。 

（一）検疫についての運用指針は、厚生労働大臣が別途

定める。（「医療の確保、検疫、学校・保育施設等

の臨時休業の要請等に関する運用指針」参照。） 

（二）海外発生国の状況に応じた感染症危険情報を適宜

発出するとともに、海外発生国の在外邦人に対する

支援を行う。 

八．必要に応じ、次の措置を講ずる。 

（一）食料品・生活必需品等の購入に当たっての消費者

の適切な行動を呼びかける。 

（二）社会混乱に乗じた各種犯罪の取締り等治安の維持

に当たる。 


